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被告大学は,原告に対 し;20万 円及びこれに対する平成 28年 7月

ら支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求をいずれも棄去口する。
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3 訴訟費用はこれを 50分 し,その 1を被告大学の負担 とし,そ の余を原告の負

担 とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

被告 らは,原告に対 し,連帯 して 1000万 円及びこれに対する平成 28年 7

月 23日 から支払済みまで年 5分の害J合による金員を支払え。

第 2 事案の概要

1 本件は,被告大学の経営学部の教授であうた原告が,被告大学並びに被告大学

の経営学部の教授であつた被告北村,被告池島及び被告井形に対 し,同被告 らが ,

原告が被告大学に対 して名誉毀損や業務妨害をしているとの旨を記載 した文書

を掲示するなどした行為により,原告の名誉が毀損 された と主張して,被告北村 ,

被告池島,被告井形に対 しては不法行為に基づき,被告大学に対 しては不法行為

又 |ま 使用者責任に基づき,連帯 して損害賠償金 1000万 円及びこれに対する不

法行為の 日の後である平成 28年 7月 23日 か ら支払済みまで民法所定の年 5

分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。           ■

2 前提事実 (当 事者間に争いがないか,後掲の証拠又は弁論の全趣旨によつて容

易に認められる事実及び当裁判所に顕著な事実 )

11, 当事者等

ア 被告大学は,大阪経済大学を運営する学校法人である。被告大学には,経

済学部,経営学部,情報社会学部,人間科学部が設置 されてお り (以下,被

告大学の経営学部を,単に 「経営学部」とい う。),経営学部には,学部長の

諮問に基づいてカ リキュラムの編成,各年度の授業担当,科 目担当の人事案

件を審議・検討するために 8人で構成 されるカ リキュラム検討委員会が設置

されている。

被告大学の就業規則においては,教員の定年は満 67歳であり,定年に達

したときは,当該年度の末 日をもつて退職するものと定められている:(甲
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(2)

1)

イ 原告は,平成 9年 4月 から経営学部の教授 として被告大学に勤務 し,満 6

7歳に達 した当該年度の末 自である平成 25年 3月 31日 をもつて被告大

学を退職 した。

ウ 被告池島は,経営学部の教授であり,平成 22年 12月 頃から経営学部の

副学部長兼カ リキュラム検討委員会の委員長を務め,平成 25年度以降は経

営学部の学部長及び被告大学の理事を務めている (甲 4,弁論の全趣 旨)。

工 被告井形は,経営学部の教授であり,平成 22年 10月 から平成 25年 3

月まで経営学部の学部長及び被告大学の理事を務めてお り (甲 7),現在は

被告大学の評議員を務めている。

オ 被告北村は,経営学部の教授であり,平成 14年 2月 から平成 17年 3月

まで経営学部の学部長を,同年 4月 から平成 19年 3月 まで経営学部の副学

部長を,平成 20年 4月 から平成 22年 3月 まで経営学部の学部長を務めて

お り (甲 7),後記別件訴訟 1が係属 していた時期にはカ リキュラム検討委

員会の委員を務め,後記別件訴訟 1及び 2が係属 していた時期には被告大学 下

の総務担当理事を務めていた。

原告の特任教員への任用申請に関する経緯

ア 被告大学においては,平成 21年 11月 27日 に 「特任教員任用規程Jが

設けられ,同規程は平成 22年 4月 1日 から施行 された。

同規程には,被告大学の教育,研究水準の向上のために特に必要があると

認められるときは,同大学に 6年以上勤務 し定年退職 した専任教員の うち一

定の基準をみた した者等を特任教員 として任用す ることができる旨の定め

がある。 (甲 1)

イ 原告は,平成 24年 9月 末頃,被告井形に対 し,「 3カ 年講義計画」等の所

定の書面を提出し,特任教員への任用を希望する意向を明らかにした (甲 1)。

ウ 平成 24年 10月 12日 開催のカ リキュラム検討委員会において,原告が
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被告井形に提出した「3カ 年講義計画」についての検討が行われた。その後 ,

カ リキュラム検討委員会の委員長であつた被告池島は,1検討の結果を被告井

形に報告 した。 (甲 1)

工 被告井形は,同月 15日 ,原告に対 し,カ リキュラム検討委員会の総意 と

して,原告の担当する授業のほとんどは,不必要又は必要度が低いとい う結

論になったと述べ,特任教員への任用申請を辞退するよう求めた。これに対

し,原告は:特任教員への任用申請を辞退する意思はなく,手続を進めて欲

しいとの意向を示 した (甲 5, 79)。

オ 被告井形は,平成 24年 10月 16日 ,学長 と協議 し,同 日,原告に対 し,

書類上の 「不備」がある候補者の申請は受理 してお らず,特任教員推薦委員

会の開催 も不可能であるとの回答であり,今後,手続を進めていくことは事

実上不可能 となったなどと記載 したメールを送信 した (甲 6)。

力 平成 24年 11月 16日 ,被告大学経営学部の教授会が開催 され,原告の

特任教員への任用申請が不受理 となったことなどが報告 された (甲 25)。

(3)別件訴訟 1                             丁

ア 第 1審

原告は,平成 25年 6月 ,被告大学,被告井形及び被告池島を被告 として

訴訟 (大阪地方裁判所平成 25年 (ワ )第 5815号 地位確認等請求事件 )

を提起 し,同訴訟において,原告が,被告大学を定年で退職する時期を迎え

るにあたつて被告大学の特任教員令の任用申請をしようとしたところ,被告

井形及び被告池島が当該申請を妨害 し,手続を進めなかったために特任教員

に任用されなかったと主張 して,図①主位的に,被告大学に対 し,原告が被

告大学の特任教員の地位にあることの確認並びに同地位に基づ く給与月額

35万 3750円 及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,②予備的に ,

任用申請を妨害せずに手続を進めていれば特任教員に任用 された蓋然性が

高かつたとして,被告井形:被告池島及び被告大学に対 し,不法行為 (民法



709条又は715条 )に基づく損害賠償として,任用されていれば得られ

たであろう給与相当額計 1273万 500o円 の連帯支払を求めるととも

に,0被告井形及び被告池島が原告の上記申請を妨害した行為が不法行為に

当たるとして,被告井形,被告池島及び被告大学に対し,不法行為 (民法 7

09条又は715条 )に基づく損害賠償請求として,慰謝料 100万円及び

これに対する遅延損害金の連帯支払を求めた。

同訴訟においては,平成 26年 9月 30日 ,上記(イ )の請求のうち,被告井

形の行為についてのみ不法行為の成立を認め,被告井形及び被告大学に対す

る損害賠償請求を慰謝料 30万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求

める限度で認容し,そ の余の請求を棄却する旨の判決が言い渡された (甲 1)。

イ 控訴審

これに対し,原告が控訴し,被告井形及び被告大学が附帯控訴した (大阪

高等裁判所平成 26年 (ネ )第 2955号地位確認等請求控訴事件及び同平

成 27年 (ネ )第 176号同附帯控訴事件。これらと原審である大阪地方裁

判所平成 25年 (ワ )第 5815号地位確認等請求事件を合わせて,「別件訴下

訟 1」 という。)。

控訴審では,平成 27年 4月 23日 ,上記アの(イ )の請求につき,被告井形

と被告池島が,原告の特任教員への任用申請に際し,相互に意を通じた上フ

カリキュラム検討委員会が原告の授業担当計画を承認しなかったという口

実を設け,あえて任用申請の手続を進めなかったとの事実を認定して,両名

の行為につき不法行為の成立を認め,被告池島;被告井形及び被告大学に対

する慰謝料 80万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認

容し,その余を棄却する旨の判決が言い渡され,その頃,同判決が確定した

(甲 2)。

(4)原告によるウェブページの公開等

原告は,別件訴訟 1の係属中,遅 くとも平成 26年 4月 22日 までに,イ ン



ターネット上に「大阪経済大学パワハラ訴訟,経営学部執行部 (井形浩治,池

島真策,北村賞,二官正司,樋 口克次)に よるパワハラ」と題するウェブペー

ジ (以下「本件 ウェブページ」とい う。)を作成 して公開し,本件 ウェブページ

上に「◆大経大経営学部,特定の歴代学部執行部によるパワハラ/アカハラ訴

訟の全貌を情報公開する」と題 し,別件訴訟 1の進行に応 じて審理の内容やこ

れに関する原告の意見等を記載 した記事 (以下「本件記事」とい う。)を順次投

稿 した。

また,原告は,本件 ウェブペ■ジ及び本件記事において,経営学部の教授会

及び被告大学の合同教授会における議事内容を公開した。その中には,出席者

の了解を得ることのないまま秘密裡に録音 した音声データ等を反訳 したもの

が含まれていた。

(5' 別件訴訟 2

ア 第 1審

被告大学は,平成 27年 10月 1日 ,原告を被告 として訴訟を提起 し (大

阪地方裁判所平成 27年 (ワ )第 9715号 損害賠償等請求本訴事件),同訴I

訟において,被告大学は:原告が,①本件 ウェブページに本件記事を順次投

稿 し,②被告大学教授会の議事内容を上記記事等において公開した行為につ

いて,(ア)上記①の行為により名誉を毀損 され,業務遂行権を侵害されたとし,

上記②の行為により被告大学教授会の議事内容の秘密を侵害されたとして ,

不法行為に基づ く損害賠償金 1500万 円及|び これに対する遅延損害金の

支払を求めるとともに,(イ )上記①の行為について,人格権侵害又は業務遂行

権侵害に基づ く妨害排除請求として,主位的に本件 ウ手ブページの削除を求

め,予備的に本件 ウェブページ上のタイ トル及び本件記事並びに本件 ウェブ

ページ上の リンク先ファイルの削除を求めた。

これに対 し,原告は,被告大学を反訴被告 として,上記訴訟提起が不法行

為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償金 50万円及びこれに対する
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遅延損害金の支払を求める反訴を提起 した (大阪地方裁判所平成 28年 (ワ )

第 9253号 損害賠償等請求反訴事件 )。

上記本訴;反訴事件においては,平成 29年 6月 13日 ,本件 ウェブペー

ジ及び本件記事において,被告大学教授会の議事内容 を公開した行為を不法

行為 と認めて損害賠償金 30万円及びその遅延損害金の支払を求める限度

で認容 し,本件 ウェブページ及び本件記事において摘示 したその余の事実に

ついては,真実性・真実相当性の抗弁が認められるとして,その余の本訴請

求をいずれも棄却 し,反訴請求も棄却する旨の判決が言い渡された。(甲 7)

イ 控訴審

これに対 して,原告及び被告大学の双方が控訴 した ところ (た だし,被告

大学の控訴は,1審判決を変更 して損害賠償請求 として 200万 円及びこれ

に対する遅延損害金の支払を求める限度での一部変更 と本件 ウ三ブページ

等の削除を求めるものであり,原告の控訴は,本訴請求に関する敗訴部分の

みの棄去口を求めるものである。平成 29年 (ネ )第 1843号 損害賠償等本

訴,同反訴請求控訴事件。これ と大阪地方裁判所平成 27年 (ワ )第 971下

5号損害賠償等本訴請求事件及び同平成 28年 (ワ )第 9253号 損害賠償

等反訴請求事件 とを合わせて 「別件訴訟 2」 とい う。),控訴審では,平成 3

0年 2月 23日 ,いずれの1控訴も棄去口する旨の判‐決が言い渡された (甲 8)。

(6)草薙信照に対する減給処分

原告は,平成 24年 10月 19日 ,原告の研究室において,当 時被告大学の

副学長であつた草薙信照との間で,原告が被告井形から特任教員への任用申請

を辞退するよう求められたことなどについて雑談を交わし,草薙信照は,その

雑談の中で,「パワハラで訴えるか。」などと述べた (甲 9, 10)。

原告は,草薙信照との間の上記会話を同人に無断で録音 してお り,別件訴訟

1において同録音の反訳書を書証 として提出した (甲 9,弁論の全趣旨)。

被告大学は,平成 27年 8月 7日 ,'草薙信照に対 し,同人が上記発言等で原
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告を鼓舞 したことなどを理由に,「始末書を提出させ,給与月額 10分の 1を

総額より減ずる。」旨の減給処分を行つた。

(7)別件訴訟 3

草薙信照は,平成 27年 8月 14日 ,被告大学を被告 として,上記減給処分

を受けたことについて,当該減給処分には根拠 となる事実がなく,事実の評価

を誤つたものであるから無効であるなどと主張 し,労働契約に基づき当該減給

処分の無効確認を求める訴訟を提起 した (大阪地方裁判所平成 27年 (ワ )第

8053号 懲戒処分無効確認請求事件 (以下「別件訴訟 3」 とい う。)。 甲 10,

11)。       

‐

別件訴訟 3は ,裁判上の和解により終了し,同和解によって,草薙信照に対

する当該減給処分は撤回された6

(81 本件訴訟の提起

原告は,平成 30年 10月 30日 ,本件訴訟を提起 した。

191 時効援用の意思表示

ア 被告 らは,原告に対 し,平成 31年 1月 17日 の本件第 1回 口頭弁論期 日丁

において,後記名誉毀損N01な い し29の各行為を理由とする不法行為に

基づく損害賠償請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

イ 被告 らは,,原告に対 し,平成 31年 3月 20日 の本件第 1回弁論準備手続

期 日において,後記名誉毀損N030の 行為を理由とする不法行為に基づく

損害賠償請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

ウ 被告 らは,原告に対 し,令和元年 5月 21日 の本件第 2回弁論準備手続期

日において,後記名誉毀損N031,32の 各行為を理由とする不法行為に

基づ く損害賠償請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

工 被告 らは,原告に対 し,令和 2年 1月 14日 の本件第 6回弁論準備手続期

日において,後記名誉毀損N036の 行為を理由とする不法行為に基づく損

害賠償請求権の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
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3 争点及び争点に関する当事者の主張

(原告の主張)

(1)名 誉毀損NOlな い し35

名誉毀損の成立についての原告の主張は,別紙 (原告の主張する名誉毀損 )

のとお りである (以下,1別紙 (原告の主張する名誉毀損)に N01な いし35

として記載 されている各名誉毀損行為を,それぞれ名誉毀損N01な い し35

と呼称する6)。

12' 名誉毀損N036

加えて,平成 12年頃,被告北村が,被告井形に対 して他の大学に非常勤講

師 として勤務することを認める一方で,原告に対 しては,「情報通信総合研究

所の客員研究員及び羽衣学園の非常勤講師を辞めるように」 と指示 した行為

(以下「名誉毀損N036」 とい う。)について,原告の社会的信用 0評価を貶

めるものであり,名 誉毀損が成立する。

131 業務執行性及び共同不法行為

被告北村,被告池島及び被告井形は,いずれも経営学部の教授であり,被告丁

大学の職務の執行 として,共同して,名 誉毀損N01な いし36の各行為を行

った。

に)損害

名誉毀損N01ないし36に より原告に生じた損害の額は,

下らない。

(鵠 よつて,名 誉毀損N01な い し36について,被告北村,被告池島及び被告

井形は不法行為責任 (共 同不法行為)を負い,被告大学は,不法行為又は使用

者責任を負 う。

(6)時効消滅 (抗弁)に対する原告の反論

被告は本件の名誉毀損N01な い し32及び 36を理由とする不法行為に

基づ く損害賠償請求権について時効により消滅 したと主張するが,こ れ らの各
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名誉毀損については民法 724条 前段の適用の前提を欠 く。

同条が適用されるとしても,原告が上記各名誉毀損の加害者及び損害を知っ

たのは平成 28年 7月 頃であるから,こ れ らの不法行為に基づく損害賠償請求

権は時効消滅 していない。

(被告 らの主張)

(1)名 誉毀損N01な いし29及び 36について (時効消滅―抗弁 )

名誉毀損N01な い し29及び 36の各行為は平成 12年から平成 25年

までに行われたものであり,いずれも原告が直接関係する事象であるから,原

告は,各行為当時に損害の発生を知 り,原告において加害者に対する賠償請求

が事実上可能な状況の下で,そ の可能な程度に損害及び力口害者を知った。した

がって,上記各行為に係る不法行為に基づ く損害賠償請求権は民法 724条 前

段に基づき時効により消滅 した。

(2)名 誉毀損N030に ついて

ア 名誉毀損N030の 行為に名誉毀損が成立することについて否認ない し

争 う。                         ~

名誉毀損N030に 係る被告大学作成の「本学元教員による鑑誉毀損,業

務妨害行為について」と題する文書 (別紙文書 1)は ,原告が別件訴訟 1の

証拠関係資料をインターネ ット上に掲載 しているこ とが発覚 し,原告の同行

為が被告大学の学内外において問題 となつたため,被告大学の対処
‐
を明らか

にすべ く掲示 したにすぎないのであるから,名 誉毀損N030は 名誉毀損に

該当しない。

被告大学は,別紙文書 1を被告大学のホームペニジに掲載することはしな

|い で掲示 し,非公開の理事会,評議員会にのみ配布 しただけであるから学外

第二者への伝播可能性はなく,別紙文書 1には名誉毀損及び業務妨害行為を

した 「元教員」が原告であるとは記載 されていないのであるから,名誉毀損

の対象 も特定されていない。したがって,名 誉毀損N030は ,原告の社会
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的評価を低下させるものではなく,名誉毀損には当たらない。

さらに,別紙文書 1の記載は,法的な意見ないし論評 (見解)の表明であ

り,事実の摘示をするものではなく,別紙文書 1記載の表現が原告に対する

人身攻撃に及ぶものとまではいえないから,名 誉毀損N030は 名誉毀損に

も名誉感情侵害にも当たらない。

イ 時効消滅一抗弁

名誉毀損N030の 事実について,原告は別紙文書 1の公表時 (平成 27

年 2月 24日 )にその事実を認識 していたのであるから,そ の時点で損害及

び加害者を知ったとい うことができ,同事実に係 る不法行為に基づ く損害賠

償請求権は遅 くとも平成 30年 3月 には民法 724条 前段に基づき時効に

より消滅 した。

(31 名誉毀損N031及 び 32について

ア N031の 田村理事の陳述書の記載及びN032の 佐藤理事長の陳述書
｀

の記載が原告に対する名誉毀損であることは否認する:

名誉毀損N031に 係 る田村理事の陳述書及び名誉毀損N032に 係 る丁

訴外佐藤理事長の陳述書は,いずれも別件訴訟 2における証拠 とすることに

限定 して裁判所に提出したものであ り,第二者べの伝播可能性は限定的であ

り,公然性はない。

イ 時効消滅―抗弁

名誉毀損N031に 係る陳述書 (甲 28)及 び名誉毀損N032に 係る陳

述書 (甲 27)は平成 27年 9月 28日 に別件訴訟 2において証拠 として提

出されたものであるから,原告はその頃,名 誉毀損N031及 び 32に係る

各陳述書の提出行為によって生 じた損害の発生を現実に認識 し,原告におい

てその行為者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下で,そ の可能な程度

に損害及び力日害者を知ったものとい うことができる。したがって,これ らの

1 不法行為に基づ く損害賠償請求権は民法 724条 前段に基づき時効により



消滅した。

に)名誉毀損N033, 34に ついて

ア 名誉毀損N033に 係る木村学部長作成の「特任教員任用をめぐる吉井氏

問題の総括」と題する文書 (別紙文書 2)及び名誉毀損N034に 係る被告

井形,被告池島作成にかかる「吉井氏の問題に対する経営学部における確認

依頼」と題する文書 (別紙文書 3)の各記載が原告に対する名誉毀損である

ことは否認する。

別紙文書 2は ,別件訴訟 1の控訴審判決が確定 したことに伴い,平成 28

年に入つて学内理事会は組合か らの要求もあって本学各学部における特任

教員の任用に関し各学部長 (理事)に対 し,所属学部における総括文の提出

要請があり,こ れに基づき当時の経営学部の学部長であった木村学部長が学

内理事に提出した文書であり,別紙文書 3は ,別件訴訟 1の控訴審判決が確

定 したことに伴い,当 時の経営学部の学部長であつた木村学部長が経営学部

における原告の特任教員への任用申請手続を再確認するために,被告井形及

び被告池島に説明文の作成を求め,こ の求めに応 じて被告井形及び被告池島
~

が作成した文書であり,いずれの文書の記載 も,原告の社会的信用・評価を

低下させるものではない。

ウ 別紙文書 2は ,非公開の理事会のみに提出されたものを,別紙文書 3は
,

非公開の経営学部教授会のみに提出されたものを,それぞれ別件訴訟 2にお

ける証拠 とすることに限定 して裁判所に提出されたものであり,第二者への

伝播可能性は限定的であり,公然性はない。

工 名誉毀損N033に 係 る別紙文書 2及び名誉毀損N034に 係 る別紙文

書 3は ,いずれも法的な意見ないし論評 (見解)の表明であ り,「 事実の適示」

をするものではない。

b)名誉毀損N035に ついて

ア 名誉毀損N035に係る別件訴訟 3における被告北村の証言が,被告大学

イ
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の規程の趣旨から外れ,原告に対する名誉毀損であるとの点は,否認する。

イ 名誉毀損N035に 係る被告北村の証言について,第二者への伝播可能性

は限定的であり,公然性はない。

第 3 当裁判所の判断

1 名誉毀損N01な い し29, 31, 32及 び 36の消滅時効の成否

(1)民法 724条 前段の 「損害及び力口害者を知った時」 とは,被害者において、

加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,そ れが可能な

程度に損害及び力口害者を知った時を意味 し (最高裁昭和 48年 11月 16日 第

二小法廷判決・民集 27巻 10号 1374頁 参照),同条にい う被害者が損害

を知った時 とは、被害者が損害の発生を現実に認識 した時をい うと解するのが

相当である (最高裁平成 14年 1月 29日 第二小法廷判決 ,民集 56巻 1号 2

18頁参照)。     |

ア 名誉毀損N01な い し29及び 36について

原告が主張する名誉毀損N01な い し29及び 36の 各行為は平成 12

年から平成 25年までの間に行われたものであり,いずれ も原告が直接関係下

する事象であり,その行為者を各行為当時に認識できるものであった。した

がつて,原告は各行為当時に損害の発生を現実に認識 し,原告においてその

行為者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下で,そ の可能な程度に損害

及び力口害者を知ったものとい うことができる。

本件訴訟の訴え提起時である平成 30年 10月 30日 の時点で,上記各行

為の うち最後の行為 (名 誉毀損N029)が なされた平成 25年 1月 18日

から3年後である平成 28年 1月 18日 が経過 しているのであるから,仮に ,

上記各行為について,原告の主張するとお り不法行為に基づく損害賠償請求

権が発生 したとしても,本件訴えの提起時には民法 724条 前段の消滅時効

期間が経過 していたため,前記第 2の 2(9)ア 及び工の時効援用の意思表示に

より消滅 したとい うことができる。
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イ 名誉毀損N031及 び 32について

証拠 (乙 3)及び弁論の全趣旨によれば;名 誉毀損N031に 係 る陳述書

(甲 28)の提出及び名誉毀損N032に 係る陳述書 (甲 27)は 平成 27

年 lo月 1自 に別件訴訟 2の訴え撮起に際し,証拠として大阪地方裁判所に

提出され,原告は遅くとも平成 27年 10月 30日 までには上記各陳述書を

受領したものと認められる。そうすると,原告はその時点で名誉毀損N63
1及び 32に係る各陳述書の提出行為及びこれによって生じた損害の発生

を現実に認識し,原告においてその行為者に対する賠償請求が事実上可能な

状況の下で,その可能な程度に損害及び力目害者を知ったものということがで

きる。

そうすると,本件訴訟の訴え提起時である平成 30年 10月 30日 の時ノ像

で,原告が上記各陳述書を受領した時点から3年が経過しているといえるか

ら,仮に,名 誉毀損N031及 び32について,原告の主張するとおり不法

行為に基づく損害賠償請求権が発生したとしても,本件訴えの提起時には民

法 72'4条前段の消滅時効期間が経過していたため,前記第 2の 2(例 ウの時

効援用の意思表示により消滅したということができる。

12 原告は,民法 724条前段の適用の前提として:当該不法行為が未知の当事

者間において予期しない偶然の事故に基づいて発生したものであること,その

加害者が極めて不安定な立場にあることを要すると解釈した上,名誉毀損NO
lないし29,31,32及 び36についてはこのような前提を欠くから向条

は適用されないと主張するが,民法 724条前段の適用につきこのような前提

を要するとの原告の主‐張は,独 自の見解にすぎず,採用できない。

また,原告は,名 誉毀損N01ないし29, 31, 32及び36の加害者及

び損害を知った時とは,法的知識に基づいて上記各行為を名誉毀損と法的構成

できることを認識した時点であると主張するが,「損害及び力日害者を知った時」

の意義については,上記(1)で述べたとおりであり,上記各行為を名誉毀損と法
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的構成できることまで要 しないのであるから,

い 。

上記の原告の主張は採用できな

2 名誉毀損N030に ういて

(1)認定事実

証拠 (甲 22, 23及び乙 2)及び弁論の全趣 旨によれば,原告が別件訴訟

1の証拠資料をインターネ ッ ト上に掲載 していたことが発覚 して学内外で問

題 となったため,被告大学がその掲載を見た被告大学の教職員及び評議員から

の問い合わせへの対応が必要 となつたこと,その後,被告大学は;平成 27年

2月 24日 の学内理事会,同年 3月 17日 の理事会及び同日の評議員会におけ

る各承認のもと,別紙文書 1を被告大学の教職員,被告大学の評議員その他の

被告大学関係者に対 して,被告大学の公式見解 として掲示 したことが認められ

る。

12)名 誉毀損の成否

ア 別紙文書 1は ,読み手において,原告がインターネ ット上のサイ トにおい

て訴訟記録他多数の情報を掲載 したとい う事実を摘示 し,かかる事実を前提下

として原告ガ被告大学に対 して名誉毀損及び業務妨害をした との法的見解

を示 して,原告が名誉毀損 。業務妨害をするような人'物であるとの悪印象を

与えるものである。

そして,前記(1)の とお り被告大学の関係者からの問い合わせへの対応 とし

て,理事会等の各承認の手続を経て別紙文書 ユを掲示 したとい う事情に照 ら

す と,別紙文書 1は別件訴訟 2に対する被告大学の公式見解 として,広 く被

告大学の関係者に対 してその内容を知 らしめることが予定されてお り,現に

その掲示によつて被告大学関係者において認識 し得る状態に置かれたもの

とい うがきであるから,多数の被告大学関係者にその内容が伝播する可能性

があるとい うことができ,公然性が認められるも

したがらて,別紙文書 1の掲示は,原告の社会的評価を低下させるものと
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認められ,名誉毀損が成立する。

イ 被告 らは,別紙文書 1の記載内容は,法的見解を表明するものにすぎず ,

事実を摘示するものではなく,かつ人身攻撃に及ぶ ものとはいえないから,

別紙文書 1の掲示は名誉毀損に当たらないと主張するが,上記アで述べたと

お り,別紙文書 1の掲示は事実の摘示を前提 とする法的見解の表明であるか

ら,上記の被告 らの主張は採用できない。

ウ 被告 らは,別紙文書 1記載の「元教員」が原告であるとは記載 されていな

いことをもつて,別紙文書 1において名誉毀損の対象が特定されてお らず ,

その掲示は,原告の社会的評価を低下させるものではないと主張する。

この点,前記第 2の 2(1)イ のとお り,原告は,平成 25年 3月 に被告大学

を退職 してお り,前記第 2の 2(0の とお り,被告大学は,原告に対 し,原告

が本件 ウェブページに別件訴訟 1の 内容等を記載 した記事を投稿 したこと

につき,被告大学の名誉を毀損 し,そ の業務を妨害 したとして,別件訴訟 2

を提起 している。 |

そして,前記(1)の とお り,被告大学は,原告の本件 ウェブページを見た被丁

告大学の教職員や評議員などの被告大学関係者の問い合わせに対応するた

めに,別紙文書 1を掲示するに至ったのであるから,こ のような被告大学関

係者において別紙文書 1は認識 され ることが予定 されているとい うべきで

あるもこのような被告大学関係者は,原告の本件 ウェブページを通 じて,原

告の退職時期や原告に対する訴訟提起がなされた事実を認識 しているので

あるから,こ のような被告大学関係者においては,「元教員」が平成 25年 3

月に定年退職 し,イ ンターネ ット上のサイ トにおいて訴訟記録他多数の情報

を掲載 し,経営学部及び関係諸個人の名誉を著 しく毀損 し,被告大学の業務

を妨害する行為を繰 り返 しているとい う別紙文書 1の記載内容から,こ の

「元教員」が原告であることを容易に推知できるものとい うべきである。し

たがって,別紙文書 1において名誉毀損の対象が特定されていないとい うこ
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告 らの主張は採用できないι

(3)責任主体

ア 別紙文書 1の掲示について ,

とはできず,上記の被告らの主張は採用できない。

工 被告らは,別紙文書 1を被告大学のホームページに掲載しないで掲示した

にすぎず,学外第二者への伝播可能性がないことから公然性がないと主張す

るが,た とえ被告大学のホームペ∵ジに掲載していないとしても,上記アで

述べたとおり,多数の被告大学関係者にその内容が伝播する可能性があると

いうことができるから,別紙文書 1の掲示には公然性が認められ:上記の被

被告大学は不法行為に基づ く損害賠償責任を

負う。

イ 原告は,別紙文書 1の掲示について,被告北村,被告池島及び被告井形が

関与したものと主張する。

確かに,前記(1)の とおり,別紙文書 1は学内理事会,理事会,評議会の各

承認のもとで掲示されたのであるが,た とえ当時の理事又は評議員として被

告北村,被告池島及び被告井形が別紙文書 1の掲示の承認手続に関与してい下

たとしても,そ の理事会又は評議会における各人がその掲示につき,賛成し

たのか反対したのかさえも明らかではなく,その他別紙文書■の掲示につき

同人らが関連共同したことを認めるに足りる証拠もないのであるから,上記

の原告の主張は採用できない。

に)消滅時効の成否

被告らは,原告は別紙文書 1の公表当時 (平成 27年 2月 24日 )にその公

表の事実を認識していたのであるから,そ の時点で損害及び力口害者を知ったと

して,同事実に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は遅くとも平成 30年 3

月には民法 724条前段に基づき時効消滅したと主張するが,別紙文書 1の公

表の事実について,原告がその公表時に知つたことを認めるに足りる証拠はな

いのであるから,上記の被告らの主張は採用できない。   |
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3 名誉毀損N033に ういて

(1)認定事実

証拠 (甲 22, 25)及び弁論の全趣旨によれば,経営学部学部長であった

木村は,別紙文書 2を ,平成 27年 12月 15日 に理事 20名程度で構成され

る学内理事会において配布し,ま た平成 28年 1月 15日 に40名程度で構成

される経営学部教授会において配布した上,さ らに被告大学が別件訴訟 2にお

いて別紙文書 2を証拠として提出したことが認められる。

(2)猛 誉毀損の成否

別紙文書 2は ,原告の特任教員への任用申請に際し,相互に意を通じた上,

カリキュラム検討委員会が原告の授業担当計画を承認しなかつたという口実

を設け,あ えて任用申請の手続を進めなかったとの事実を認定した別件訴訟 1

の控訴審判決を受けて,原告の特任教員べの任用申請につき生じた手続上の問

題について,そ の取扱上の問題ノ像を総括する趣旨で作成された文書であり,カ

リキュラム検討委員会が,原告が特任教員への任用申請をするに当たって提案

した科目が経営学部のカリキュラムの体系及び教学ルニルに照らして不必要 下

又は必要度が低いと判断したという事実を摘示したものであるが,こ れは問題

点について論じる前提となる事実経過として記載されているにすぎないので

あって,上記カリキュラム検討委員会の判断の当否が示されたものではない。

したがって,1別紙文書 2に ,かかる事実摘示があることをもって,原告の社会

的評価が低下するということはできない。

原告は,別紙文書 2において,特任教員任用の問題について徳永学長や学長

執行部に責任転嫁する論調で問題を直視してぃないことをもつて,別紙文書 2

の配布及び提出行為に名誉毀損が成立すると主張するが,原告が指摘する点を

もうて,徳永学長や学長執行部の構成員の社会的評価に影響を与えたとみる余

地はあるとしても,原告の社会的評価を低下させるとはいえないのであるから,

上記の原告の主張は採用できない。

'  
中‐
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15

したがつて,原告の主張する名誉毀損N033に ついて,名 誉毀損は成立 し

ない。

名誉毀損N034に ういて

(1)認定事実

証拠 (甲 23)に よれば,被告大学の教授である被告井形及び被告池島が別

紙文書 3を 平成 28年 1月 15日 に40名 程度で構成 され る経営学部教授会

において配布 し,被告大学が別件訴訟 2において別紙文書 3を証拠 として提出

した事実が認められる。

12, 名誉毀損の成否

別紙文書 3は ,被告井形及び被告池島が,原告の特任教員べの任用申請に際

し,相互に意を通 じた上,カ リキュラム検討委員会が原告の授業担当計画を承

認 しなかったという口実を設け,あ えて任用申請の手続を進めなかったとの事

実を認定 した別件訴訟 1の控訴審判決を受けて,経営学部教授会において:自

分たちが:進 めた手続が正当であつたことを弁解する趣 旨で作成 した文書であ

り,カ リキュラム検討委員会が,原告が特任教員への任用申請をするに当たっ下

て提案 した科 目が経営学部のカ リキュラムの体系及び教学ルールに照 らして

不必要又は必要度が低いと判断 したとい う事実を摘示 した部分もあるが,これ

は弁解の前提 となる事実経過 として記載 されているにすぎないのであって,別

紙文書 3においてカ リキュラム検討委員会の判断の当否が示 されているわけ

ではない。 したがって,別紙文書 3に ,かかる事実摘示があることをもつて ,

原告の社会的評価が低下するとい うことはできない。

原告は,別紙文書 3の 内容は,別件訴訟 1の控訴審判決を無視 した虚偽事実

を述べて,被告大学の学長執行部や理事会などに責任転嫁するなど,教育者 と

しての倫理観の欠如を知 らしめる情報が記載 されていることをもつて,原告の

名誉を毀損すると主張するが,原告が指摘する点をもつて,被告大学の学長執

行部や理事会の構成員の社会的評価に影響を与えたとみる余地はあるとして

19



5

(1)

も,原告の社会的評価を低下させるとはいえなぃのであるから,上記の原告の

主張は採用できない。

したがつて,原告の主張する名誉毀損N034に ついて , 名誉毀損は成立 し

ない。

名誉毀損N035に ういて

認定事実

証拠 (甲 18)に よれば,被告北村が,別件訴訟 3において,以下のとお り

証言 した事実が認められる。

ア 特任教員の制度の改正の趣旨についての質問に対 し,「特任制度はいわば

新採用であると,再雇用 と表現 してますけれ ども,新採用であるとい う性質

をはっきりさせようとい う改正でありました。Jと 証言 し,さ らに,そ の改正

内容を学内に周知 させたのかとい う質問に対 し,「 もちろん規程集に載せて

誰 もが見える状態にしています し。Jと 証言 した。

イ 特任教員任用規程において,学部長は対象者 と協議の上,授業担当計画を

推薦委員会に提出するとい う手続が定められていることについて,原告につて

いてもこの手続に従つて当該書類を提出するべきであつたのではないかと

の趣 旨の質問に対 し,「いえ,私はその判断ができません。私が関与 しません

でしたから。」 と証言 した。

ウ 上記特任教員任用規程において,「提出する」 とは物理的に書類を提出す

るとい う意味かとい う質問に対 し,終始 「わか りません」との趣 旨の証言を

した。また,原告の上記書類について,推薦委員会に物理的に書類を提出し

ていなかったとしたら:提出するように進言 していたかとい う質問に対 し,

「いえ,進言 してません。」と証言 し,それが特任教員任用規程を歪めるもの

ではないかとの質問に対 し,「考えていません。」と証言 した。さらに,原告

の上記書類を被告井形が提出していないとすれば,それはパワーハラスメン

トだとは思わないかとの質問に対 し,「思いません。」 と証言 した。

15
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工 被告大学において,パ ワハラやセクハラがあつた場合に訴えることが学内

的にできるのではないかとい う質問に対 し,「はい,できます。一つの入 り口

は,人権委員会 とい うところです。」と証言 した6ま た,も しパワハラがあっ

たとすると原告はそのような申立てができたのか,そ こが事実調査でされて

いるかどうかとい うことを調査委員会の方で確認 していたのか,検討委員会

ではどうかとの質問に対 し,「検討委員会では, うわさとしては吉井 さんは

人権委員会に訴えたと聞きましたが,確かめていません。」と証言 した。さら

に,学校でのパワハラの申立てがあるのかないのかは当然調べるべきだつた

のではないかとい う質問に対 し,「パワハラだとい う判断があったのならば ,

人権委員会から,理事長であるとか,そ こに結論は,名 前は出すか出さない

か状況によって違 うんでしょうけれ ども,報告があるはずですので,そ うい

うことがなかったとい うことですので。パワハラだと,吉井 さんからの訴え

で認定 された事実はないと判断していました。」 と証言 した:

121 名誉毀損の成否

原告は,上記各証言が,被告大学の規定の趣 旨から外れた内容を述べるもの下

であることをもつて,原告の社会的評価を低下 させるから名誉毀損が成立する

と主張するが,上記各証言の内容は,被告北村が,被告大学における特任教員

採用に係 る規定についての認識を述べるにとどま り,こ れを超えて原告の社会

的評価を低下させる内容を含むものとはいえないのであるから,上記証言につ

き名誉毀損は成立せず,上記の原告の主張は採用できない。

6 慰謝料額

前記 2(劾で述べたとお り,別紙文書 1は被告大学関係者に向けて掲示されたに

すぎず:学外の第二者への伝播可能性は直ちには認められない。他方で,別紙文

書 1の 内容は,原告が被告大学に対 して名誉毀損や業務妨害 とい う違法行為を行

つたことを示す ものであるから表現行為としての悪質性は高 く,し かも別紙文書

1の 内容である原告が別件訴訟 1の証拠資料をインタ∵ネッ トに掲載 した行為
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は,前記第 2の 2(aの とお り;別件訴訟 2においてその違法性が否定 されている。

これ らの事情その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,311紙文書 1_の

掲示 とい う名誉毀損行為に係る慰謝料の額 としては 20万円が相当である:

第 4 結論

5    よつて,原告の請求は,被告大学に対 して損害賠償金 20万円及びこれに対す

る不法行為の 日の後である平成 28年 7月 23日 か ら支払済みまで民法所定の

年 5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるか らこれを認

容 し その余は理由がないからいずれも棄却することとし,仮執行宣言について

|ま ,相 当でないからこれを付さないこととして,主文のとお り判決する。

10      大阪地方裁判所第 24民事部

り↓り:,:              
‐

栽判長裁判官   池   上   尚   子     ‐,

裁半J官 一 原 友 彦

裁半J官 楠 本 康 太
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関係各位

| ,     ‐   1         平成 27年 2月 24

:          1   学校法人大阪経済大

本学元教員による名誉毀損、業務llB書行為にういて |    |

本学を平成25年 3月 に定年退職した元教員が、インタ■ネット上のサイトに
おいて、訴訟記録他多数の情報を掲載し、本学、本学経営学部および関係諸個
人の名誉を著しく毀損じt本学の業務を妨害する行為を繰り返しています。ま
た、本学は、適正、妥当な判断と手続により関係業務を行い、元教員の在職中
に同人に対するハラスメント行為はT切ありません。
上記の点を踏まえ、今後元教員による名誉毀損、業務妨害行為に対し、厳正

に対処する所存であります。

以上、サイトをご覧になりご心配いただいてぃる本学関係各位にご報告申し
上げます。
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2016.2,24 学内理事会資料
報告者 :木村俊郎

特任教員任用をめぐる吉丼氏問題の総括
1 '特任教員任用をめぐる吉丼氏問題 (以下、吉丼氏問題と略称する)の概要

1「 1 時系列上の苦丼氏問題の概要/経営学部カリキュラム検討員会から学部長丼形氏

まで

本問題は吉丼康雄氏の特任教員任用にまつわる問題である.退職後の特任教員任用を希

望した吉井氏に対して、その希望が拒否された事件である。事件の経緯はおおよそ以下の

通りであつた。吉丼氏問題の手続き上の端緒は、学部長 :丼形浩治氏が特任教員任用の手

続きとして経営学部教授会におき、経営学部カリキュラム検討委員会 (以下t検討委員会

と称する.)に吉丼氏の3年間に及ぶ授業担当科目計画に関して意見を求めたことである

(2012年 9月 28日 )。 このことを受けて検討委員会は吉丼氏が提出した授業科目担当

計画の審議・検討を開始した。審議・検討の結果、当該授業担当科目は「不lyt要又は必要

度が低い」という結論にいたった。検討委員会委員長 :池島真策氏は学部長 :丼形氏に検

討委員会の結論を伝えた。

1-2 時系列上の吉丼氏問題の概要/学部長 :丼形氏から学長 :徳永氏まで

学部長 :井形氏はかかる検討委員会の結論を受けてき丼氏に特任教員推薦に関する説明

をした。説明内容は、吉丼氏が提出した授業担当科目計画の一部担当予定科自は「不必要

又は必要度が低」<、 1特任教員推薦委員会へ推薦できないというものであうた。これに対

して、吉丼氏は「そのままの」授業担当科目計画を特任教員推薦委員会へ提出することを

強<要請する。かかかるやり取りの後、学部長 :丼形氏はその経緯を特任教員推薦委員会

委員長である学長 :徳永光俊氏に報告をする。学長 :徳永氏は学部長 :丼形氏に「カリキ

ュラム検討委員会が不必要又は必要度が低いと判断した授業担当科目計画を提出されたと

しても受け付けられないJと伝える.したがって、吉丼氏の特任教員任用問題は『事実上』

不受理[学長 :徳永氏は当時、「丼形氏から口頭報告を受ける。しかしt書類提出はな<。

その際、『学部で判断してください』と言及したとする。大学側の弁護士によれば、「『事実

上の』不受理」という用語の中に上記意味内容も包含されていると指摘する。1と して処理

されることになった。以上が時系列に則した吉井氏問題の概要である。

2 吉丼氏問題の検討

2● 1 本校における特任教員制度

特任教員制度は「再雇用」制度であることはすでに過去の事案において確定している。

したがって通常の雇用契約締結の手続きが踏襲されることは当然のことである (特任教員

申請・任用に関して特別な労使慣行|ま存在しない。)。 ただし、本校において研究・教育・

運営上の活動に長年貢献をいただいたことに対する報償的性質を帯びていることは否定で

きない事実である。しかし、あ<まで特任教員任用は既得権でなく、再雇用を前提とする

ことは事実である (控訴審も一種の期待権とする)。 その手続きは、規程にもとづけば推薦

は担当者が判EIfしtその後「特任教員推薦委員会の推薦により、各学部教授会において行

い、理事会の承認を得てJ任用される (特任教員任用規程5条①)。
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2‐2 経営学部カリキュラム検討委員会の役割

経営学部カリキュラム検討委員会は経営学部長の諮問機関である。当時かかる検討委員

会の構成メンバーは経営学部教員8名で構成され、内訳は経営学系教員5名、法律学系教

員3名であつた。専攻科自分野も偏ることな<人選されていた。さらに構成員は4月段階

ですでに選任されている。検討委員会の役割は①経営学部カリキユラム体系の検討、②カ

リキュラム編成 (具体的開請科目の新設・改廃)そして③決定カリキュラム科目開講の実

施などである。とりわけ、吉丼氏問題における検討委員会の役害Jは授業担当科目計画の適

合性について検討し、その結果を経営学部長に報告す.るものであつた。   |
計画中の予定科目の適合性は、第一義的に経営学部カリキュラム体系の中で考慮される

べきものである。したがつて、特任教員任用の優先度は第二義的なものと位置付けている。

2-3 検討委員会の当該授業担当科目計画の評価

吉丼氏が提示した担当科目は以下の通りである。〔春学期担当科目〕情報ネットワーク

論 I(2講座開講)、 経営情報論、外国書講読 I、 演習Ⅱ。〔秋学期担当科目〕情報ネット

ワ‐ク論I(2講座開講)、 情報バリューエンジネアリング (2講座開講)、 外国書講読Ⅱ、

演習Ⅲであり、かかる春 ,秋担当科目を3年間繰り返すといものであつた。

吉丼氏が提示した担当科目は緊急・変則的担当科目である。緊急・変則性は平成 22年、

吉丼氏の国内留学の結果により生したものである:吉丼氏は留学後、週 2.5コマしか担当

科目がなかつた。平成21年「週4コマ担当申し合わせ事項Jに抵触するため (週 1.5コ

マ不足)、 急きょ開講した担当科目が多<含まれている。

当時の検討委員会委員長 :丼形氏の提案に基づいて吉丼氏は緊急 0変則的担当科目を組

むことになつた。その緊急・変則科目は外国書講読 I・ Ⅱ、1経営情報論 (2部開請)、 情報

ネツトワーク論 I・

=(2部
開講)、 情報バリ三ニエンジアリング (2部門講)である。

検討委員会の緊1急

`変貝」科目に関する審議・検討結果は以下のものであつた。先ず、第

2部開講科目「情報ネットワーク諭 I・ Ⅱ」、「情報ノヽリュTエンジエアリングJt「経営情

報論Jは学貝J上不存在科日であり、政えて開講する必要性がない科目である。さらに「外

国書購読 I・ I」 に関して|ま 大学院進学者の入試対策のものであり実質的に成果が上が

っていず必要度が低い。さらにり
「経営情報論」に関しては平成 24年 経営情報学部廃部

に伴い経営学部独立科目として重要度が低い。「情報ノヽリューエンジエアリングJに関して

は経営学部のカリキュラム体系上、必要か否か不明というものであり、総じて「不必要又

は必要度が低い」という判断であつた。現時点ではすでに廃止されている。

2-4 検討委員会判断に対する検討委員会委員長 :池島氏と学部長 :丼形氏の態様

検討委員会委員長 :池島氏は吉丼氏の授業担当科目計画を検討委員会で審議に図り、結

論を得て学部長 :丼形氏に答申したのである。かかる答申を受けて学部長 :丼形氏がその

旨を吉丼氏に告げ、推薦委員会委員長・学長 :徳永氏に報告したのである。控訴審判決は

この点を法的に評価したのである。つまりt学部長 :丼形氏と検討委員会委員長 :池島氏

は検討委員会の審議過程に吉丼氏排斥を連帯し故意的に持ち込んだと推認 (一応の推認、
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間接反証か?)している。つまり推認に際して、「同委員会の委員 (検討委員)の中に、控

訴人 (吉丼氏)の講義内容を理解していた者がいたとは必ずしも認めがたいJと して学部

長 :井形氏と検討委員会委員長 :池島氏が答申を恣意的に誘導したとする。

2● 5 吉井氏問題に対する学長執行部の態様   ‐

控訴審の審理過程で明らかになった事実はつぎのようなことであうた。苦丼氏提出の証

拠 (録音テープ)が、学長執行部の学内教学行政執行に関して、当時不T致の状況を塁し‐

ていたということを示唆している。学長 :徳永氏は、吉丼氏の間接申請に対して、検討委

員会の「不必要又は必要性が低いJという笞申を尊重して不受理を決定している。一方、

吉丼氏提出証拠 (録音テープ)によれば副学長 :革薙氏と学長補佐 :山田氏は明らかに問

題の重要性 (吉丼氏にとって)を以前から認識しており (草薙・ 山田両氏は会話の録音や

訴訟の提起を示唆している)かつ、本学が法人として、吉丼氏問題の取り扱いを決定する

までに学長執行部構成員として問題提起をせず不間に付している。やはり吉丼氏問題を職

務遂行上議論して然るべきであつた:

3 むすび

以上のように見てきた場合、今般の書丼氏問題で当時の検討委員会委員長 :池島氏は自

己に課された職務を忠実に執行したのみであると言える。一1方t学部長 :丼形氏は控訴審

判決のようなそしりを免れるためにも吉丼1氏問題について、学長 :徳永氏との間でもう少

し慎重な肌理の細かい議論をしておくべきであったと考える。このことは学長 :徳永氏に

おいても同様である。また、特任教員推薦要件欠安0においても、1他のケースでは特任教員

推薦委員会において正式に不適格と判定している。今回も法的安定性を重視し、かかる慣

例を踏襲するべきであつた。同時に、学長執行部把握・指揮に関しても不十分であつたと

考えるこさらに3」学長 :草薙氏、学長補佐 :山田氏にいたつては、吉丼氏問題がいろいる

な意味において重要な問題を包含していることを認識しながら学長執行部議題として提

起・論議しなかつたこと、さらに裏面でき丼氏問題を拡散したことは珊務執行の欅怠であ

つたといえる。
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大阪経済大学経営学部教授会

吉井氏の問題に対する経営学部における確認依頼、

‐ 平成 28年 1月 15日

経営学部教授・井形浩治

経営学部教授 0池島真策

経営学部の皆様におかれましては1この問題に当たり、大変お騒がせをして
おりますι

ところで、大阪高判平成 27年 4月 23日 の判決 (以下、大阪高判とします)

以降、学内外で様々な意見が出ていることからt吉井氏の特任問題における経

営学部の手続について、その正当性を経営学部教授会において確認させていた
だきたく、こうした機‐会を作うていただきました。

I 特任教員制度について

本学の特任教員任用制度は1再雇用制度であることは既に周知のことだと思
われますが、その手続は、雇用契約締結の手続が踏襲されることは当然であり
ます。それゆえ、当時、本学において、学部のカリキュラムや人事などについ
ては、各学部の教授会の専決事項としていました (但 し、平成 27年 4月 より
変更)。 そして、経営学部は、学部長の諮間に基づいて、カリキュラム編成、各
年度の授業担当:授業担当の人事案件を実質的に審議・検討することを「経営
学部カリキユラム検討委員会」に委ねられていました。こうしたことから、本
件においても、「学部長が作成すべき授業計画についてカリキュラム委員会の意
見を聞いて行うJと 当時学部長であった井形が平成24(2012)年 9月 28日 経
営学部教授会で諮っておりますが (議事録参照)、 再雇用である特任教員任用手
続において正当であると考えます。この教授会には吉井氏本人も出席していま
したが (当 時学長補佐であつた山由文明氏も出席)、 こうした手続ついて、吉井
氏を含む教授会メンパーからは、何ら異議が唱えられませんでしたふ

.Ц 経営学部カリキュラム検討委員会について
特任教員を含めた学部教員における科‐目担当等の採否にっいては、学部のカ

リキュラム検討委員会が実質その判断を行つております。こうした方法は、決
して経営学部独自のものではなく、本学のすべての学部において、カリキュラ
ム検討委員会が学部のカリキュラム体系を検討し、そのカリキュラム編成を行
らています。そして、特任教員に限らず、非常勤教員・全専任教員は、決めら
れたカリキュアムの編成通りに科目を開講しなければならず、自分勝手に科目
を設定・開講したり、逆に辞退や不開講とすることは、学部教学のルールとし
て行うてはならないこと

'と
なっています。そして、特任教員は再雇用でありま

すから、学部のカリキュラム編成に沿つて、その提案科目などを判断すること

t

～ 1～

贔鶉



〔

になりますので、当然温情的な科目設定などはあり得ません。
ところで、経営学部は、経営学系を専門とする教員と―法律学系を専門とする

教員で構成されておりますが、1当 時の経営学部カリキュラム検討委員会のメン
バー構成は、経営学系の教員 5人 と法律学系教員 3人の教員であり、しかも専
攻科目分野も偏ることなく編成されていました。           |
そこでの結論は、吉井氏が提案した科目は、「本必要文は必要度が低いという

意見です致Jしました。なぜそのような結論で‐致したかというとt吉井氏が
提案した担当科目は緊急・変則的な担当科目であり、しかも学則上存在しない

科目を挙げていたからでした。特任教員の 3年間を、こうした状態のまま開講
することは、経営学部のカリキュラムの体系上および教学ル■ノン上、当然認め
られないからです:それゆえ、吉井氏が従前担当してぃた講義の内容を十分理
解できるメンバーも含めた委員全員が、「不必要又は必要度が低いという意見で
一致Jしたのでした。  |

この一致した意見を受けて、当時カリキュラム委員長という立場であった池
島は、そこに私情を挟むなどということは一切なく、あくまでも委員長として

カリキュラム検討委員会の意見を:そのまま当時学部長であつた井形に報告し
たまでであります。
このよ|う に、カリキュラム委員長であつた池島は、その役職として業務を遂

行しただけであります6そ して、こうしたカリキユラム検討委員会での二連の

行為が、経営学部で問題視されたことはありません。それゆえ、この一連の行

為は「役職上の正当な業務Jであるたのであり、問題はなかつたと考えます。
なお、後に述べますが、理事会でも、この′仁が問題視されたことは一切ありま
せんでした。

Ⅲ 吉井氏提案の授業担当計画の取扱いについて  ‐

1上記の通り、カリキュラム検討委員会で吉井氏提案の授業担当計画を検討し
‐

た結果、同委員会の総意として、その計画案は「不要若しくは必要度が低い」
と判断されたため、井形は平成 24年 10月 15日 夕刻に、吉井氏の研究室を訪ね
て、カリキ三ラム検討委員会の意見を伝え、吉井氏が作成した授業担当計画で

は、特任教員推薦委員会に提出できないことをお話ししました。しかし、吉井
氏は自身が作成した授業担当計画をそのまま特任教員推薦委員会に提出さえす
れば、特任教員手続が承認されると信じて疑わず、本人提出の録音および反訳
でも明らかなように、井形に同授業担当計画をそのまま特任教員推薦委員1会ヘ

提出するように強く要請しました:こ うした吉井氏の「そのまま提出するよう
にJと いう強い要請があつたからこそ、井形は、本人自身が作成した授業担当

計画をそのまま提出しようと思い、推薦委員会の委員長である徳永学長のとこ

ろに行つたのです。

その際、徳永学長は、「カリキ三ラム検討委員会が不要若しくは必要度が低い

と判断した授業担当計画を提出されたとしても、受け付けられない (不受理)」

としたのであります。井形は、「任用申請の手続をあえて進めなかった」わけで

t

撮

踪

ん2～

〆
‐ ゛



〔

はなくt学部長として正当な業務として一連の手続を行っただけであり、むじ
ろ本人の意向を尊重して、吉井氏の作成した授業担当計画を提出しようとして
いたのです。つまり、推薦委員会の委員長であらた徳永学長が不受理と判断し
たのです。
このように、平成 24(2012)年 11月 20日 学内理事会でt当時学部長兼理

事であらた井形が「不受理となった」ことについて報告したところ、こうした
事情や手続を承知している徳永学長 (理事)や草薙副学長 (理事)、 さらに勝田
理事長からは何ら指摘がありませんでした。.さ らに、井形は、その場で「経営
系科日での後任枠人事を行いたいJと 申し出たところ、参加理事からは何ら異
論もなく、承認したのでした。つまり、理事会としては1前述の池島や井形め
一連の行為は「役職上の正当な業務」としつつ、経営学部の一連の手続には間
題がないと認めたということなのです:それにもかかわらず、今頃になって、
一連の手続を否定するような意見が学内外から出るのは不思議でなりません。

Ⅳ さらなる事項

以上のように、井形や池島の手続について申し述べさせていただきましたが、
今にならて当時の行為を否定する意見が出てくることに疑間を禁じ得ません。
そこで、いくっかの点について、更に申し述べておきます。
①まず、「不受理Jと した推薦委員長である徳永学長の行為についてです.も

し特任教員推薦委員会に受理するかどうかの権限があるなら、推薦員会の委員
長である徳永学長は、井形が提出しようとした吉井氏作成の授業担当計画を受
理しなければなりません。なぜなら丼形はt吉井氏自身が作成した授業担当計
画を「そのままJ提出しようと:委員長である徳永学長のところに行ったのであ
りますから、それを推薦委員会の委員長というだけで拒否でき|な いはありませ
ん。また、徳永学長が学部に任せるような発言をしたとするなら、推薦委員長
あるいは推薦員会の (判断)権限を経営学部長に委ねたということであります
から、井形の問題というよりも、むしろ、その権限を委ねた者の責任、つまり、,
推薦委員長である徳永学長が問題視されなければなりません。また、任せるか
どうかの権限が推薦員会にあるとするならば、当時の推薦委員会からその権限
が委譲されていないにもかかわらずt権限を勝手に推薦委員長である学長が勝
手に行使したことになりくこ|の点も問題となります。

②次にt理事会での報告などについてです。井形はt不受理となったことを
平成 24(2012)年 11月 20日 学内理事会において報告をしておりますが、一
連の事情や手続を承知している徳ボ学長 (理事)や草薙副学長 (理事)、 さらに
は勝田理事長からは何ら指摘がありませんでした。もし本件の特任教員手続に
ついて、何らかの問題があるならば、内部統制やコンプライアンス上:理事は
当然その理事会で指摘しなければなりませんじ (仮に、秘匿ということであれ
ば、むしろそれが問題です)、 後任人事の採用手続にういても異論を唱えなけれ
ばいけないはずです。しかしt吉井氏の退職ヽ向けた一連の手続について、理
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事会で何ら異論が唱えられることがなかつたということは、井形および池島の

行為は、大学として「役職上の正当な業務であつた」ということを認めていた

ことだと言えるのです。

また、控訴審で吉井氏が証拠.(甲 第23号証)と して提出した、吉井氏と元副

学長兼理事・草薙氏の音声テすプおよびその反訳ですが、草薙氏は吉井氏に対

して以下のよう1に話をしていたようです (以下、反訳のまま示.します)。 すなわ

ち、「推薦委員会に出す前に、もう、あんたの科目はないんやから、きょ、こう

ぎ、講義計画たてられないということや」(反訳2頁 )、 「まず(受け取んのが、

さ、先やでと:当たり前やんかと。本人の希望があらて、要件さえ満たしてり

や受け取つてな、審査委員会にかけんね、んで、審査委員会でたたかれるのは

あるかもしれんわな、まず1うね、審査委員会でとおつたとしてもな、。・・」

(反訳 4頁 )、 「力、カリキユラムが足らん、いいよる、いいよる訳やな。J(反

訳 5頁 )、 「カリキユラム、うば、奪うという、ま■裏技やわなJ(反訳 5頁 )、

「ま―、一番、う―ん、な―、大学としては決してうれ嬉しくはないけれども、

な■、外で訴えられんのもしや―ないちやいますか?彼らにとらては自業自得

でしよ。J(反訳6頁 )、 「退官してからやつてもいいんじやないの、十分に痛め

つけることになると、と思いますけど。J(反訳 12頁 )、
「ま、理事長のとこ行く

前に学長に下度相談したほうがいい」 (反訳14頁)な どといつたことを話した

ようです。

しかし、その場が私的な発言か公的な発言かは別として、井形および池島の

行為が問題であるというのであるなら、徳永学長および草薙副学長は学内理事

会の場で指摘すべきことであります。それにもかかわらず、何回かあつた理事

会 (学内理事会を含む)では、その点について全く指摘がありませんでした。

これらの点からしても、今になって、井形および池島の行為が「役職上の正当

な業務」ではないかのような意見が学内外で出されているということは、はな

はだ遺憾であります。
さらに、平成27年 2月 24日 の学内理事会、および同年 3月 17日 の理事会で

も、大学として役職上の正当な業務であったという趣旨で「本学元教員による

名誉毀損、業務妨害行為についてJ(平成 27年 2月 24日 付・学校法人大阪経済

大学)を正式公表すると承認したのでありtそれは評議員会 (平成 27年 3月

17日 )でも了承されております。上記の下連の経過を当然承知している徳永学

長や草薙冨1学長を含め、理事会や評議員会では異論なく了承しており、学校法

人として井形および池島の行為は「役職上の正当な行為」として結論づけたと

いうことです。なぜ今‐頃になうて、「井形および池島の行為が正当な業務ではな

いJかのような意見が学内外で出されるのは理解しかねます。   i

③さらに、当時の学長執行部にも問題性を含んでいると考えます。徳永学長

(理事)は1前述の通り、一連の事情や手続を承知しています。また、1草薙副

学長 (理事)や山田文明学長補体は、証拠書類と出されたテープや反訳の通り、

苦井氏と会つてこの特任教員の件について話をしています:つまり、当時の学

t
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長執行部は、古井氏の件について情報共有をしたかは定かではありませんが、
1少なくとも各人は二連の事実を認知していたのです。もし井形や池島の行為を
含めた経営学部の一連の行為に問題があるのであれば、学彙執行部として協議
をすべきであるしt当時の連絡協議会や学内理事会を含む理事会で問題を提起
すべきであったはずです。こうした場面で、何ら一切の指摘を受けなからため
であることからすれば、井形や池島め行為を含めた経営学部の二連の行為は二

:当 であっといえる。仮に、その行為のどこかに問題があるのであれば、学長執
行部の各人は、学長執行部で協議をする、あるいは連絡協議会でその問題を指
摘するなどの責務を負っているし、理事である徳永学長および草薙副学長にあ
つては理事会でそうした問題を報告する義務があるはずです。そうした義務が
果たされていなのであればtそれこそ職務違反 (善管注意義務違反)なのでは
ないでしょうか。

④最後に、我 が々大阪高判の結論を受けて上告しなかったのは、吉井氏の地
位が確認されないという勝訴判決を確保するという法人 (理事会)の判断に従
つたためです。その前提として、前述の輝りt平成27年 2月 24日 の学内理事
会、および同年3月 17日 の理事会・同日の評議員会において、「本学元教員に
よる名誉毀損、業務妨害行為について

'(平

成27年 2月 24日付・学校法人大阪
経済大学)を正式公表すると承認し、少なくとも、学校法人として井形および
池島の行為は「役職上の正当な行為Jと して結論づけられたからなのです。

以上のようにt吉井氏の特任問題について述べさせていただきました。今頃
になって井形や池島の行為を含めた経営学部の一連の行為が正当でなかったが
のような意見が学内外で出されることは、甚だ遺憾であります:学校法人とし
て認めていた行為を遡及的に問題視するというのは非常に危険な行為です。
我 教々学サイドで行つてきた.こ とを学校法人が正当な業務として認めていたに
もかかわらず、その学校法人が事後遡及的に糾弾することは、教員を不安にお
としめる行為です。こうした考えの基、我々は、井形や池島の行為を含めた経
営学音|の■連の行為について、当該経営学部教授会において確認を求めるに至
つた次第であります。

以上
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